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家族で参加しよう
親と子のよい歯のコンクール

　町では毎年、江別保健所管内の

審査を経て、北海道大会に推薦し

ています。家族みんなで歯に良い

習慣を身につけ、親子でコンクー

ル出場をめざしてみませんか？

▼対象者　

　平成 24 年 4 月 1 日から平成

25 年 3 月 31 日の間に 3 歳児健

診を受診した幼児とその親

▼推薦基準

①むし歯がない（治療済みでも差

し支えない）

②歯並び、かみ合わせがよい

③歯みがき、口の中の清掃状況が

良好

▼申込期限　4 月 25 日（木）

※ご希望の方は、コンクール審査

票をお送りします。

▼申込先　福祉課保健サービス係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 2346）

パーキンソン病学習会

　江別保健所では、パーキンソン

病で療養されている方とご家族を

対象に学習会を開催します。

▼日時　3 月 12 日（火）

　13 時 30 分～ 15 時 30 分

▼場所　

　石狩市総合保健福祉センター

　（りんくる）

▼内容　

　①講話及び実技「家庭でできる

リハビリテーション」

　②相談窓口について

　③個別相談、交流会（希望者の

み参加）

▼申込方法　電話にて、事前にご

予約願います。

▼申込期限　3 月 5 日（火）

▼申込先　

　江別保健所保健予防係

　（☎ 011 － 383 － 2111）

リンパ浮腫の理解に向けて

　一般の方を対象にリンパ浮腫に

関する理解を目的とした講座を開

催します。

▼日時　3 月 24 日（日）

　13 時～ 16 時

▼場所　

　TKP ガーデンシティ札幌

　（札幌市中央区北 4 条西 1 丁目）

▼定員　200 名程度

▼主催　北海道

▼詳細・申込先　

　北海道保健福祉部健康安全局地

域保健課

　（☎ 011 － 204 － 5117）

　ふれバ（当別ふれあいバス）は平成 25 年 4 月 1 日か

ら「夏ダイヤ」に改正し、運行いたします。新しい時

刻表をお確かめのうえ、お間違えのないようご利用く

ださい。

▼時刻表配布場所

　役場、ゆとろ、ふれあい倉庫、当別町商工会、

　スウェーデンヒルズ管理センター、FIKA、

　小島商店、㈲下段モータース

※バスの車内でも配布しています。

※町ホームページでも

　ご確認できます。

▼問合せ　

　㈲下段モータース

　（☎ 23 － 2630）

　『ぽかぽかキッズ』は、集団生

活の中で遊びを通して共に活動す

る楽しさを味わったり、2・3 歳

児の発達にあった活動、遊びを経

験し社会生活における習慣を身に

着けることを目的にしています。

▼内容

・いちごコース

　（ゆとろ、毎週水曜日）

・ぶどうコース

　（ふとみ保育所、毎週木曜日）

※いちご・ぶどうコース両方を登

録することはできません。

※受付けは随時行っています。

▼対象　2・3 歳児

▼時間　10 時～ 11 時 30 分

▼参加料　無料

▼問合せ　

　子育て推進課子育て支援係

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

『ぽかぽかキッズ』
4月からリニューアル

『当別ふれあいバス』
ダイヤ改正のお知らせ
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防犯協会ニュース
　例年、町内で空き巣が発生しています。家に泥

棒が入れないように①除雪やゴミ出し等の短時間

の外出でも家にカギをかける②２階の窓も油断し

ないでカギをかけるなどして気をつけましょう。

侵入窃盗 自動車盗 車上狙い タイヤ盗 自転車盗 不審者

6 件 0 件 2 件 0 件 0 件 1 件

●当別町防犯協会・☎ 23 － 2711

平成 25 年 1 月末刑法犯発生状況

●空き巣に注意を！

　軽自動車税は、定置場がある市町村から 4 月 1 日

現在の所有者に課税されます。廃車、住所変更、譲渡

等の手続きは納税通知書にて車両番号を確認のうえ 3

月 29 日（金）までに行ってください。

　なお、軽自動車税は「月割課税」ではありません。

手続きを忘れると１年分の税金を納めなければなりま

せんのでご注意願います。

▼詳細　税務課税務係（☎ 23 － 2332）

・125cc 以下の原動機付自転車
・小型特殊自動車（トラクター等）
・ミニカー（三輪以上 20cc 超）
▼申告先　役場税務課税務係（☎ 23 － 2332）

・125cc 超 250cc 以下のバイク　・軽四輪自動車
▼申告先　札幌地区軽自動車協会（札幌市北区新川
5 条 20 丁目・☎ 011 － 768 － 3955）

・250cc 超のバイク
新規登録の場合
▼申告先　札幌地区自家用自動車協会（札幌市東区
北 30 条東 1 丁目・☎ 011 － 721 － 8201）
廃車、譲渡、住所変更等の場合
▼申告先　北海道運輸局札幌運輸支局（札幌市東区
北 28 条東 1 丁目・☎ 050 － 5540 － 2001）

軽自動車の廃車・住所変更・譲渡
手続きはお済みですか？

　障がい者または障がい者と生計を一にする方が、通

院等のために使用する軽自動車一台について、軽自動車

税が減免される制度があります。申請期間を過ぎた場合、

その年の軽自動車税の減免を受けることができません。

なお、普通自動車税の減免との併用はできません。

　生計を一にする方が所有する場合や障がい者を常時

介護する方が運転する場合等についても、減免が受けれ

ることがあります。詳細はお問い合わせください。 

▼平成 25年度納税通知書発送予定日　5 月 1 日（水）

▼平成 25年度申請期限　5 月 24 日（金）

▼必要書類　・車検証　・納税通知書　・印鑑

・障害者手帳（療育手帳、精神障害者手帳、保健福祉手帳）

・免許証（実際に減免を受ける車を運転する方のもの）

▼申請先　税務課税務係（☎ 23 － 2332）

軽自動車税の減免申請
障がいの区分 障がいの級別

身
体
障
が
い
者

視覚障害 １級～４級
聴覚障害 ２級・３級 
平衡機能障害 ３級・５級

音声機能障害
３級 ( 喉頭摘出によ
る音声機能障害が
ある場合に限る ) 

上肢不自由 １級～３級
下肢不自由 １級～６級
体幹不自由 １級～３級、５級 

乳幼児期以前の非進
行性脳病変による運
動機能障害

上肢機能 １級～３級

移動機能 １級～６級

心臓機能障害・じん臓機能障害・
呼吸器機能障害・ぼうこう又は直
腸の機能障害・小腸の機能障害

１級・３級・４級 

肝臓機能障害・ヒト免疫不全
ウィルスによる免疫機能障害

１級～４級 

知的障がい者 総合判定Ａ・Ｂ
精神障がい者 １級～３級

◎幹部候補生募集◎
採用区分 一般 ・技術 歯科 ・薬剤

応募資格

・20 歳以上 26歳未満の者 （22
歳未満の者は大卒見込含）
・ 大学院修士学位取得者 （海
上技術幹部候補生志願者は、
理工学修士学位取得者に限る）
及び自衛官は 28歳未満の者

・ 専門の大卒 （見込含） 20 歳
以上 30 歳未満の者 （薬剤は
20 歳以上 28 歳未満の者 ・ 薬
学修士学位取得者は 28 歳未
満）

受付期限 4月 26日 （金） 必着

試験日
1次試験 ： 5月 11 日 （土） ・ 12 日 （日） ※ 12 日は飛行要員のみ
1次試験合格者 ： 2 ・ 3 次試験あり※ 3次試験は飛行要員のみ

▼詳細　自衛隊札幌地方協力本部江別地域事務所  ☎ 011 － 383 － 8955
　　　　役場環境生活課町民生活係  ☎ 23 － 3209

3 月の確定申告会場（受付時間：9時～11時30分、13時～16時）

■ 役場大会議室　　　　1 日（金）・4 日（月）、11 日（月）～ 15 日（金）

■ 西当別ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ     5 日（火）～ 8 日（金）
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注意しましょう　屋根等からの落氷雪

年 金 読んで得する年金・国保のお話 国 保

▼国民年金についての問合せ

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

【国民年金保険料は、早割・前納がお得です】

　国民年金保険料は、保険料を当月末に納付する「早

割制度」や現金納付よりも割引額が多い「6 ヵ月前納」・

「1 年前納」がお得です。なお、口座振替を新規でご

希望の方で、1 年前納と 6 ヵ年前納（4 ～ 9 月分）に

ついては、毎年 2 月末までに手続きが必要となりま

すが、早割は随時受付けています。

【国民年金後納保険料の納付期限にご注意を】

　後納制度のお申し込みをされ、発行された平成 15

年 4 月以降の後納保険料納付書の納付期限は、平成

25 年 3 月 31 日になっていますのでご注意ください。

■年金出張相談所の開設

・日時  3 月 21 日（木）10 時～ 15 時

・場所  商工会館（錦町）・主催  札幌北年金事務所

※年金相談は予約制です（相談予約専用ダイヤル☎
011 － 717 － 4133）。また、代理人が相談に行く場

合は、委任状・身分証明書が必要です。

【進学で転出した場合の国民健康保険は？】

Q大学（高校）に進学するため、当別町から転出

すると健康保険は、転出先住所地の国民健康保

険に加入しなければならないのでしょうか？

A大学（高校）などに「在学」している間は、当

別町から住所を移しても引き続き当別町国保に

加入することができます。手続には在学が確認できる

書類（学生証写しなど）、印鑑が必要になります。

納付方法
割引額

1 ヵ月（早割） 6 ヵ月前納 1 年前納

納 付 書 ― 730 円 3,200 円

口座振替
毎月 50 円

1,030 円 3,780 円
（年間 600 円） 高齢受給者証を送ります

【1 割負担の期間が平成 26 年 3 月 31 日まで延長】

　国保に加入されている 70 歳以上の方で、医療機関

などの窓口負担割合が 1 割の方は、本年 4 月以降も

引き続き 1 割負担となります。

　交付している高齢受給者証の有効期限は、平成 25

年 3 月 31 日となっていますので、4 月 1 日から使え

る高齢受給者証を送ります。

　発送時期は、3 月下旬を予定しています。

▼国保・後期高齢者医療についての問合せ

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

特定健診を受診しましょう！

国保Ｑ＆Ａ

　屋根等からの落氷雪による事故の発生が心配される時期になりました。歩行者は落氷雪が予想される付近の通行

を避けるようにしましょう。また建物の所有者は次のことに気をつけましょう。

▼問合せ　建設課維持管理係（☎ 23 － 3197）

注意しましょう　屋根等からの落氷雪

屋根には丈夫な雪止め（滑り
止め）を。錆びているところ
などは修繕しましょう。

歩行者や子供に注意をして、
早めに落としましょう。

雪や氷・つららはこまめに
取り除きましょう。
歩行者への十分な安全対策を
行いましょう。

落氷雪が発生した時には、
直ちに事故の確認と
落雪の後始末をしましょう。


